
 
 

検討会の趣旨について 

 

【背景】 

市町村長等が工事管理を含む保安のための優れた体制を有することが実績からも

明らかであると認められる事業所（以下「認定事業所」という。）が行う危険物施設

の特定の変更工事については、市町村長等は当該認定事業所が自主的に行った検査結

果を活用することで、当該危険物施設に赴かずに完成検査等を実施することができる

こととされている。 

一方、「規制改革推進のための３カ年計画（再改訂）」（平成 21 年３月 31 日閣議決

定）において、認定事業所で発生した事故原因等について徹底した調査・分析を行い、

その調査・分析結果も踏まえた上で、安全の確保を前提に、認定事業所が検査結果を

届け出た時点をもって設備の使用開始を可能とすることの是非について検討を行う

こととされた。 

  

【規制改革推進のための３カ年計画（再改訂）（平成 21 年３月 31 日閣議決定）抜粋】 

措置内容 

認定事業所で発生した事故原因等について徹底した調査・分析を行う

べきである。その調査・分析結果も踏まえた上で、安全の確保を前提

に、認定事業所が検査結果を届け出た時点をもって設備の使用開始を

可能とする制度への変更の是非について検討を行う。 

実施予定時期 調査・分析は平成 21 年度開始、以降速やかに検討 

 

 

【目的】 

 このような状況を踏まえ、本検討会において次の事項について検討を行う。 

（１）認定事業所における事故及び立入検査時の指摘事項の詳細な調査・分析に関す

る事項 

（２）認定事業所における変更工事に係る手続に関する事項 

（３）その他、必要な事項について検討を行う。 

 

 

（補足） 

 上記閣議決定を踏まえ、平成 21 年８月 31 日付け消防危第 160 号「認定事業所に係

る調査依頼について」により、認定事業所の所在地を管轄する消防本部に対し、平成

22 年 12 月 31 日までの間、認定事業所における事故の詳細な調査及び立入検査の違反

指摘事項に関する調査を実施したところである。 
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